
 
男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）男女共同参画社会を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 
 
（施策名）ウ 進路・就職指導の充実 ②女子高校生、女子学生に対する職業意識の醸成、意識啓発の

実施 
 
１ 主な施策の取組状況及び評価 

【女子高校生、女子学生に対する職業意識の醸成、意識啓発の実施】 

・ 女子学生・女子生徒が幅広い職業選択を念頭に進路決定を行うことができるよう「女子学生のため

の就職ガイドブック」（２４万部）、「私の仕事・未来形」（１４万部）パンフレットを作成し、各都道

府県労働局雇用均等室を通じ、ガイドブックについては各大学へ、パンフレットについては各高校へ

送付し、女子学生・女子生徒の意識啓発を図っている。 

・ 幅広い職業選択を促すため、関係団体や大学等と連携し、女子学生を対象にセミナー等を実施して

いる。 

 

【就職指導の充実】 

 各都道府県に学生職業総合支援センター、学生職業センター又は学生職業相談室を設置し、大学、短

大、高等専門学校、専修学校の学生及び未就職卒業者の就職支援等を実施している。 

学生職業センター等やインターネットによる情報提供を行い、希望する者に学生職業センター等で職

業相談等を行うことにより、大学生等約３８万人が学生職業センター等を利用しており、こうした取組

の効果もあって、大学新卒者の就職率については前年実績を上回る結果となった。 

 （主な業務） 

・ 職業相談、職業紹介 

・ 就職面接会の開催 

・ 学生、企業、学校向け各種セミナーの開催 等 

 

２ 今後の方向性、検討課題等 

 引き続き、女子学生、女子生徒が的確な職業選択を行うことができるよう、意識啓発を図ることとす

る。学生職業センター等において、女子学生を含む学生に対する就職支援を着実に実施する。 

３ 参考データ、関連政策評価等 

○女子学生のための就職ガイドブック（別添） 

 

○私の仕事・未来形（別添） 

 

○学生職業センター等来所者数 

平成１２年度 ３７０，０２４人 

平成１３年度 ３９５，０２２人 

平成１４年度 ４０１，１１０人 

平成１５年度 ３７６，５８５人 

 

 

 

 

 

厚生労働省作成


